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包括的相互協力協定

この協定は、京都市とNEXCO西日本が相互の連携を強化し、双方の資源を有効に活用することに
より、京都市民の安全・安心の向上と地域社会の活性化、高速道路利用者の利便性向上と利用促進
を図ることを目的としています。を図ることを目的としています。
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■ 地域の安全・安心の向上
■ 地域社会の活性化
■ 環境保全

1

■ 地域貢献に資する活動



１．地域の安全・安心の向上

・緊急時の車両通行や資機材の相互提供など、災害時における点検・復旧等に必要な連携協力

○災害等発生時にも相互に連携して安全・安心の向上に取り組みます。

・高速道路通行止め区間および緊急開口部を活用した車両の通行

・家畜伝染病発生時における拡大防止のため、高速道路インターチェンジなどでの車両消毒の協力

【災害時の復旧協力】 【緊急開口部の利用】 【一般道路情報の提供】 【敷地の利用】
（車両消毒ポイントなど）
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２．地域社会の活性化

○観光や地域の魅力などの情報を発信する機会を創出し、地域社会の活性化に協力します。

・サービスエリア等での観光パンフレット等の配布、観光ＰＲ・イベント等の共同開催による「京都観光情報」の発信

・サービスエリア等での地域情報リーフレットの無料設置、フリーペーパーでの観光資源の情報発信による誘客促進等

【地域情報の発信】【観光PR・イベント】

モテナスカウンター
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フリーペーパー「遊・悠・WesT」

（西日本エリアで無料配布・隔月100万部発行）



２．地域社会の活性化

○自治体の特産品や農産物、地元特産品のPRや普及促進をサポートします。
また、地産地消および高速道路利用者へのサービス向上に努めます。

・サービスエリアのレストラン等での地元食材を使用したメニューの提供

・サービスエリア等における特産品や農産物、地元工芸品等の販売、普及促進

【地元産野菜の直売】【西イチグルメ決定戦】 【地元産野菜の直売】【西イチグルメ決定戦】
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名神：桂川PA（下り）

九条ねぎカレーうどんセット

名神：桂川PA（上り）

京ゆば丼定食



３．環境保全に向けた取り組み

○環境保全に向けた取り組みを推進します。

・太陽光発電等の自然エネルギーの活用

・サスティナブル社会実現のためのインフラ整備の推進等の連携

【太陽光発電などの設置】 【EV急速充電設備の設置】
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４．その他、地域貢献等のための取り組み

・高速道路現場等を活用した技術講習会や技術交流

○その他、地域貢献に資する取り組みを協働して行います。

・交通安全啓発活動の協働

【現場講習会や技術交流】 【交通安全啓発活動の協働】

茨木技術研修センター（I-TR）

「DRIVE&LOVEプロジェクト」

6シートベルト効果体験


